
新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる消費を喚起し、地域経済を活性化させることを目的に

令和３年中之条町地域商品券を発行します。これに伴い商品券が使える町内店舗および事業所を募集し

ます。 

 

 

〇交付対象者 ・令和３年４月２６日に中之条町に住民登録されている方で世帯主に世帯分交付 

・医療機関等に勤務する医療従事者や職員 

〇交付予定額 対象者一人 １０，０００円 

一般店専用券(飲食店も可)  額面 ５００円券×１０枚＝５，０００円 

飲食店専用券(飲食店のみ可) 額面 ５００円券× ４枚＝２，０００円 

全店共通券(大型店も可)   額面１０００円券× ３枚＝３，０００円 

※大型店（店舗面積1,000 ㎡超：店内テナント含）では全店共通券のみ使用可能 

〇使用期間  令和３年５月１５日（土）～令和３年１０月３１日（日） 

 

 

中之条町内に店舗もしくは事業所があり、物品の販売やサービスを提供している店舗・事業所 

※詳細は、裏面「令和３年中之条町地域商品券取扱店舗募集要項」をご確認ください。 

 

 

○裏面の「取扱店舗登録申請書」を下記担当へ郵送・メール・ＦＡＸまたは直接提出してください。 

○登録料および換金手数料は無料です。 

○募集締切 令和３年４月１５日（木）  

注）受付は随時行いますが、締切後は各世帯配布の取扱店一覧表には記載されません。 

 

 

〇商品券に令和３年中之条町地域商品券 取扱明細書（裏面）を添えて、下記担当まで請求 

※請求から入金までは概ね２週間かかります。 

〇換金請求期間 令和３年５月１７日（月）～令和３年１１月３０日（火） 

 

 

取扱登録店舗名  

申請書提出日 令和 ３ 年    月    日 

申請書提出方法 □郵送   □ＦＡＸ   □E-mail   □町役場２階企画政策課へ持参 

 

 

 

 

商品券の概要 

取扱登録店舗の要件 

登録方法・登録受付期間 

商品券の換金 

忘れないようメモしましょう 

今回は登録が必要 

中之条町 企画政策課 企画振興係(役場２階) 
〒377-0494 吾妻郡中之条町大字中之条町1091 
電話(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 0279-75-8802  FAX 0279-75-6562 
E-mail：kikakushinkou@town.nakanojo.gunma.jp 



ＦＡＸ宛名：０２７９－７５－６５６２ 
（FAX の場合は確認電話 75-8802 をお願いします） 
※送付文は不要です。このままお送りください。 

受付番号（町役場使用欄） 

 

（宛 先 ）中 之 条 町 長  あて 

(企画政策課) 

令和３年中之条町地域商品券取扱店舗登録申請書 
 

令和３年中之条町地域商品券取扱店舗募集要項に同意し、取扱店舗への登録を申請します。 

申請日：令和 ３ 年     月     日 
 

店 
 

舗 
 

情 
 

報 

郵 便 番 号 〒      － 

店 舗 所 在 地 中之条町大字 

店 舗 名  

電 話 番 号  ＦＡＸ  

代 表 者 名  

連絡先担当者名  

店 舗 区 分 

 

（いずれか１つの 

□ にチェック） 

□ 飲食店（一般店専用券・全店共通券も使用可） 

※主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店であり、かつ、食

品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 52 条第１項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店

営業」の許可を得ていること。 

□ 一般店（店舗面積 1,000 ㎡以下）（全店共通券も使用可） 

□ 大型店（店舗面積 1,000 ㎡超）（全店共通券のみ使用可） 

※大型店内のテナントも大型店の扱いとなります。 

業 種 ・ 業 態 

（該当□にチェック） 

□ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ □ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ □ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・薬局 □食料品 □衣料品 

□飲食 □家電 □旅行・レジャー関連 □自動車関連 □ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 

□ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ □その他(                ) 

  

振
込
先
金
融
機
関 

金融機関名 
           銀行 信組 

           信金 農協 
本・支店名 

本店 本所 
支店 支所 

出張所 

預 金 種 別 

（□にチェック） 
□普通  □当座 

口座番号 

（左詰め） 
       

フリガナ  

口 座 名 義  



    
令和３年中之条町地域商品券取扱店舗募集要項 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の全国的な広がりにより、影響を受けた町内事業者への影響を緩和するとともに、

地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、令和３年中之条町地域商品券を発行する本事業において、取扱事業者を

募集する。 

２ 対象者 

下記に該当し、誓約事項に同意する事業者 

町内に事業所を有する法人または個人 

<誓約事項> 

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する店舗等の営業を行っていない

こと。 

・特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。 

・中之条町暴力団排除条例（平成24年中之条町条例第41号）第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかにも

該当しないこと。 

・その他法令または公序良俗に反していないこと。 

・新型コロナウイルス感染症の予防に努めること。 

・町が本事業に関して調査等を行うときは協力すること。 

・町のホームページ、その他広報媒体への掲載に同意すること。 

３ 登録方法 

登録を希望する事業者は、所定の登録申請書に必要事項を記入し、郵送・メール・ＦＡＸ・持参のいずれかの方法で、令和

３年４月１５日（木）までにご提出ください。 

※申請期限以降も随時申請を受け付けます。 

※提出期限までにご提出いただいた情報をもとに配布予定のリーフレットに掲載します。 

※登録申請書は中之条町ホームページからもダウンロードできます。 

４ 商品券の概要 

■交付対象者 ・令和３年４月２６日に中之条町に住民登録されている方で世帯主に世帯分交付 

・医療機関等に勤務する医療従事者や職員 

■交付額  交付対象者一人 １０，０００円 

・一般店専用券(飲食店も可)  額面 ５００円券×１０枚＝５，０００円 

・飲食店専用券(飲食店のみ可) 額面 ５００円券× ４枚＝２，０００円 

・全店共通券(大型店も可)   額面１０００円券× ３枚＝３，０００円 

※大型店（店舗面積1,000 ㎡超：店内テナント含）では全店共通券のみ使用可能 

■使用期間  令和３年５月１５日（土）～令和３年１０月３１日（日） 

５ 取扱事業者の業務 

・使用期間内に商品券を持参した方に記載金額に相当する商品・サービス等の提供を行い、額面に満たない利用の場合、釣銭

は出さない 

・受け取った商品券は、再流通を防ぐため厳重に管理すること 

６ 換金請求手続 

商品券に令和３年中之条町地域商品券 取扱明細書（別記様式）を添えて、中之条町役場企画政策課（役場２階）または六

合支所へ直接請求してください。 

７ 換金請求期間 

令和３年５月１７日（月）～令和３年１１月３０日（火）午後５時 

※換金請求期間以外の請求は一切できません。 

８ 換金手数料 

事業者負担なし。 

９ 換金振込み 

町の定期支払日に振込みます。 

10 その他 

本要項は今後変更の可能性がありますのであらかじめご了承ください。 



 
別記様式 

令和３年中之条町地域商品券 取扱明細書 

 

令和 ３ 年   月   日  

 

中之条町長 様 

 

このことにつきまして、下記のとおり取扱いました。 

受領した令和３年中之条町地域商品券は別添のとおりです。 

 

住 所                     

登録店名称                   

氏 名                     

電 話                     

 

合 計 金 額   金            円 

 

番号 商品券種別 利用内容 
枚数 

    (枚) 

券面額 

    (円) 

金 額 

         (円) 
備考 

１ 
一般店専用券 

(飲食店も可) 
  ５００   

２ 
飲食店専用券

(飲食店のみ可) 
  ５００   

３ 
全店共通券 

(大型店も可) 
  １０００   

       

合    計    確認 

 

※受領した令和３年中之条町地域商品券は裏面「引換者（店）」の欄に記名押印し、中之条 

 町役場企画政策課または六合支所へ取扱明細書と一緒に提出してください。 

 

 

 


